
申請に対する処分の審査基準・標準処理期間 

 

許 認 可 等 の 内 容 新座市児童発達支援センターの利用に係る許可 

根 拠 法 令 及 び 条 項 新座市児童発達支援センター条例第９条 

所 管 部 課 係 名 こども未来部児童発達支援センター 

審

査

基

準 

関 係 条 項 新座市児童発達支援センター規則第８条 

基 準 

 

（未設定の場 

 

合はその理由） 

 
新座市児童発達支援センターを利用することができる

者については、次に掲げる事業の区分に応じ、当該区分
に定める者とする。 

 

【児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号。以下「法」

という。）第６条の２の２第２項に規定する児童発達支援

又は児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号。以下「法」

という。）第６条の２の２第６項に規定する保育所等訪問

支援を利用する場合】 

法第２１条の５の５第１項に規定する通所給付決定

（児童発達支援に係るものに限る。）を受けた保護者

（法第６条に規定する保護者をいう。）に係る障がい児

（法第４条第２項に規定する障がい児をいう。以下同

じ。）又は法第２１条の６の規定による障がい児通所支

援の措置に係る障がい児 

 

【上記のほか、障がい児等の支援に関し市長が必要と認

める事業】 

市内に住所を有する児童（法第４条第１項に規定す

る児童をいう。）、その保護者その他の市長が当該事業

による支援の必要があると認める者 
 

参 考 事 項 
 

設 定 等 年 月 日 令和元年１０月１日設定（令和５年４月１日最終変更） 

標
準
処
理
期
間 

標準処理期間 

（未設定の場

合はその理由） 

１か月間 

設定等年月日 令和元年１０月１日設定（令和 年 月 日最終変更） 

 


